
発注者 分任支出負担行為担当官

米代東部森林管理署長　鉢村　勉

受注者

履行場所 別紙３のとおり

契約保証金 免除

備考 特約事項　別紙４のとおり

　この契約書の締結の証として、本文書に対し発注者及び受注者が署名を行ったものを本
システムで保存し、長期に渡って当該契約の成立及び内容を立証する。

令和８年　　月　　日

契約金額
（税込み）

金円

(うち消費税及び地方消費税相当額円)

履行期限 契約締結日の翌日～令和８年９月25日

案件内容・仕様 別紙１、別紙２のとおり

役務契約書（案）

　発注者と受注者とは各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和８年
７月8日に交付した役務契約約款によって、公正な役務契約を締結し信義にしたがって誠実
にこれを履行するものとする。

案件名称 大茂内林道建設機械等チャーター単価契約



【別紙１】





バックホウ 0.45 m3 98 H  山積
ダンプトラック 4.0 t 14 H
ダンプトラック 10.0 t 14 H
バックホウ輸送費 0.45 m3 2.0 回
グラップル 0.45 m3 135.0 H

計

契 約 内 訳 書

大茂内林道建設機械等チャーター単価契約

借り上げ機械
品 質 規 格

倒木処理

作業予定
単  価
（円）

金  額
（円）

備    考
容   量

 10 kmまで

【別紙２】



大茂内林道建設機械等チャーター単価契約

森林
事務所

予定路線
ﾊﾞｯｸﾎｳ

0.45 m3
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

4.0 t
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

10.0 t
グラップル0.45

ｍ3
バックホウ 10kmまで 1.0

グラップル 10kmまで 1.0

計 98 14 14 135

※バックホウ、ホイ－ルローダには誘導員(軽作業員)を配置すること。

※融雪後の林道状況、他事業実行上の都合から、作業箇所、数量については変更となる場合がある。
※チャーター機械についてはアワーメータもしくはタコメータにより時間管理できるものとする。

○ 機械輸送費
輸送機種

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45 m3
ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ 0.45 m3

計
※機械輸送の起算点は最寄りの市町村役場（支所・出張所を含む）とする。
   なお、輸送回数は重機を積載して往復した場合は1.0 回とし、片道の場合は0.5 回とする。

2.0

10 kmまで 1.0

※輸 送 距 離 輸送回数（回） 備考
10 kmまで 1.0

単位：時間

備  考

内訳明細書
第1号

135 大館市役所から

長木
・

矢立
大茂内 98 14 14

【別紙３】



                                                                      
 

【別紙４】


